
 
報告事項について 

 

１．タミフル®（オセルタミビル）の処方日数について 

北河内こども夜間救急センターにおける医薬品の処方日数については、一次救急医療機関として、他の医療機関で平日の診

療が始まるまでを原則としていますが、インフルエンザ感染拡大防止対策や患者の負担軽減を考慮し、インフルエンザ患者に限

り、タミフル®（オセルタミビル）の処方日数を「医師の判断により最大５日分」に変更しました。 

 

変更日：令和６年１２月２８日（土） 

 

【変更前】平日の診療（他の医療機関の診療）が始まるまでの日数分） 

【変更後】医師の判断により最大５日分 

 変更前 変更後 

 
タミフル® 

（オセルタミビル） 

併せて処方する 

水薬等 

タミフル® 

（オセルタミビル） 

併せて処方する 

水薬等 

月～金曜日、日曜日 １日分 ５日分 １日分 

土曜日、祝日の前日 ２日または３日分 ５日分 ２日または３日分 

長期休暇 

（ＧＷ・年末年始） 
休み明けまでの日数分（最大５日） ５日分 

休み明けまでの日数分 

（最大５日） 

※タミフル®（オセルタミビル）のみ医師の判断により最大５日分に変更。併せて処方する水薬等は従来どおり、休み明けまで(他の医療機関の

診療が始まるまで)使用できる日数分（最大５日）を処方。 

 

 

１．宿日直許可の取得について 

 令和６年９月１日より診療終了を翌朝７時までに延長し、22時から翌朝７時までの９時間で宿日直許可を取得しました。 
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